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2017 年８月 28 日 

各 位 

会 社 名   株 式 会 社 ア ウ ト ソ ー シ ン グ 

代表者名 代表取締役会長兼社長 土井 春彦 

 （コード番号：2427 東証第一部） 

問合せ先 取 締 役 副 社 長 

経営管理本部管掌 
鈴木 一彦 

電 話 0 3－ 3 2 8 6－ 4 8 8 8（代表） 

 

株式分割及び定款一部変更、2017 年 12 月期配当予想並びに 

株主優待制度変更に関するお知らせ 

 

当社は、2017年８月28日付の取締役会において、下記のとおり、株式の分割及び定款一部変更、

2017年12月期配当予想並びに株主優待制度を変更することを決議いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

記 

 
１．株式分割 

(1)株式分割の目的 

株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性を向

上するとともに、投資家層の拡大を図ることを目的といたします。 

 

(2)株式分割の概要 

2017年９月30日（土曜日）を基準日（実質的には2017年９月29日（金曜日））として、

同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する当社普通株式１株につき、５

株の割合をもって分割いたします。 

 

（3)分割により増加する株式数 

① 株式分割前の発行済株式総数 20,327,300株 

② 今回の分割により増加する株式数  81,309,200株 

③ 株式分割後の発行済株式総数        101,636,500株 

④ 株式分割後の発行可能株式総数   160,000,000株 

なお、株式分割後の当社発行済株式総数は2017年７月31日の発行済株式総数を基準と

して算出しており、それ以降の新株予約権の行使による発行済株式総数の増加は考慮し

ておりません。 

 

(4)分割の日程 

① 基準日公告日 （予定） 2017年９月15日（金曜日） 

② 基準日（予定）  2017年９月30日（土曜日）※ 

③ 効力発生日（予定）  2017年10月１日（日曜日） 

 ※ 当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2017年９月29日（金曜日） 
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(5)その他 

① 資本金の額の変更 

今回の株式分割に際して、当社の資本金の額に変更はありません。 

 

② 新株予約権行使価額の調整 

今回の株式分割に伴い、新株予約権の１株当たりの権利行使価額を2017年10 月１日

以降、次のとおり調整いたします。 

新株予約権行使額の調整 

 調整前行使価額 調整後行使価額 

第９回新株予約権 318円 64円 

第14回新株予約権 1,266円 254円 

第15回新株予約権 2,017円 404円 

 

２．定款の一部変更 

(1)変更の理由 

上記「１．株式分割」に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき2017年10月１日をも

って、当社定款の一部を変更いたします。 

 

(2)変更の内容 

（下線は変更部分） 

現行定款 変更後 

第１条～第４条 （条文省略） 

 

（発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、

32,000,000株とする。 

 

第６条～第42条 （条文省略） 

 

附則 

（条文省略） 

 

（新設） 

 

 

 

第１条～第４条 （現行どおり） 

 

（発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、

160,000,000株とする。 

 

第６条～第42条 （現行どおり） 

 

附則 

（現行どおり） 

 

第５条の変更の効力発生日は、平成29年

10月１日とする。なお、本附則は、効力

発生日をもって削除する。 

 

 

(3)定款変更の日程 

 効力発生日：2017年10月１日（日曜日） 

 

３．配当予想の修正 

2017年８月１日公表の「2017年12月期第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）」に記載

の2017年12月期の期末配当予想を以下のとおり修正いたします。 

なお、本件は、上記「１．株式分割」に記載の株式分割の実施に伴う配当予想の修正であ

り、2017年８月１日に公表しました１株当たり配当予想に実質的な変更はございません。 
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 １株当たり配当金 

 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

    円 銭 円 銭 

前回予想（2017年８月１日発表） ― 0.00 ― 85.00 85.00 

今回修正予想 ― ― ― 17.00 17.00 

当期実績 ― 0.00 ― ― ― 

前期実績（2016年12月期） ― 0.00 ― 42.00 42.00 

 

４．株主優待制度の変更 

(1)変更の理由 

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高

め、より中長期的な視点で当社株式を保有していただける株主様の増加を図ることを目的

として、株主優待制度を実施しております。この度、株式分割に伴い贈呈基準を変更する

とともに、新たに、100株以上保有の株主様への優待内容を追加いたします。 

 

(2)変更の内容 

現行制度の基準である「100株以上」、「1,000株以上」、「5,000株以上」を分割割合に

合わせて、それぞれ、「500株以上」、「5,000株以上」、「25,000株以上」とし、さらに

変更後の株式数を基準に「100株以上」を新設することで、株主の皆様が株主優待権利を獲

得しやすいようにいたしました。 

変 更 前 変 更 後 

保有株式数 

優 待 内 容 

ＱＵＯカード 

（1,000円分） 

保有株式数 

優 待 内 容 

ＱＵＯカード 

（1,000円分） 

（新設）    100株以上 ＱＵＯカード   １枚 

100株以上 ＱＵＯカード   ２枚 500株以上 ＱＵＯカード   ２枚 

1,000株以上 ＱＵＯカード   ３枚 5,000株以上 ＱＵＯカード   ３枚 

5,000株以上 ＱＵＯカード   ４枚 25,000株以上 ＱＵＯカード   ４枚 

 

(3)変更の実施時期 

上記の株主優待内容の変更につきましては、2017年12月31日現在の当社株主名簿に記載

または記録された株主の皆様より適用いたします。 

    以 上 


